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第１章 アクションプラン 2033 とは 
 

１ 計画の目的 
消防本部では、平成 26(2014)年に策定した「江別市消防 10 か年アクションプラン」（以下「前計画」

という。）に基づき、多様化・大規模化する災害や増大する救急需要に対応してきましたが、策定から
10 年が経過し、人口動態の変化や少子高齢化の進展、全国各地で発生する大規模災害や新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大など、消防を取り巻く環境は大きく変化しています。 

そのため、「えべつ未来づくりビジョン＜第７次江別市総合計画＞」（以下「第７次総合計画」という。）
の策定に併せ、前計画での課題に引き続き取り組むとともに、今後 10 年間の方向性を具体的に示すた
めに必要な見直しを行い「江別市消防 10 か年アクションプラン 2033」（以下「本計画」という。）を策
定しました。 

本計画は「安全で安心して住み続けられるまち」を目指し、「消防・救急の充実」の推進を目的とし、
今後 10 年間の方向性を示した計画です。 

なお、本計画では、持続可能なまちづくりを進めるために必要な視点としてＳＤＧｓの目標達成を意
識して取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
２ 計画の位置づけ 

本計画は、江別市消防計画と共に第７次総合計画の個別計画として位置づけられています。 
江別市消防計画は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第１条に規定する任務を遂行するための

計画であり、本計画は、施策の方向性を明確にし、将来の目指すべき姿を具体化して事業の展開を示し
た実行計画です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 計画の目的 

２ 計画の位置づけ 

江別市消防計画 

江別市消防 10 か年 
アクションプラン 2033 

えべつ未来づくりビジョン＜第７次江別市総合計画＞ 

消防組織法に基づく、 
消防の任務遂行のための計画 

施策の方向性を明確にし、 
事業の展開を示した実行計画 
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３ 計画の期間 
 

本計画の期間は、第７次総合計画と同じく、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までの 10
年間としますが、国の動向や社会情勢の変化に柔軟に対応し、その効果を高めていくため、必要に応じ
て適宜、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを行っていきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan
アクションプランの策定

Do
施策・事業の展開

Check
施策・事業の進捗を評価

Action
評価を踏まえた計画

の見直し・改善

３ 計画の期間 
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第２章 計画の体系図 

第７次総合計画で目指す「将来都市像」、そして５つの「まちづくりの基本理念」に基づき、「政策４ 
安全・安心」の基本目標である「安全で安心して住み続けられるまち」を目指し、本計画では３つの重
点項目と７つの推進項目を定めました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

取組の基本方針 

４-（３）消防・救急の充実 
 
 

重点項目 推進項目 

１ 消防組織体制の強化 

消防体制の強化 
人材育成と職場環境の整備 
消防団との連携強化 
消防施設の整備推進 

２ 救急需要対策の強化 救急業務の分析と対策 
救急需要の適正化 

３ 火災予防対策の推進 防火意識の普及推進 

将来都市像 

幸せが 未来へ つづくまち えべつ 

●えべつ未来づくりビジョン＜第７次江別市総合計画＞ 

基本理念 

いつまでも 

元気なまち 

みんなで 

支えあう 

安心なまち 

こどもの笑顔が 

あふれるまち 

自然とともに 

生きるまち 

新しい時代に 

挑戦するまち 

政策４ 安全・安心 

 安全で安心して住み続けられるまち 

 

●施策項目 

●まちづくり政策 
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第３章 施策の方向性 
 
重点項目１  消防組織体制の強化 

近年、火災や自然災害等、住民を脅かす災害は複雑多様化しており、消防への期待はますます高くな
っています。これらの消防需要に的確に対応し、かつ、いかなる災害対応においても、受傷事故が発生
することのないよう計画的に人材育成を行い、組織の強化を図ります。 

また、災害対策の拠点となる施設等の安全性を確保し防災機能の向上を図るため、消防関係庁舎や消
防車両等の計画的な整備を進めます。 

一方、地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わず地域に密着し、住民の安心
と安全を守るという重要な役割を担う消防団と消防本部の連携強化に取り組んでいきます。 
 
推進項目１ 消防体制の強化 

背景と課題  
地震や風水害などの自然災害をはじめ、感染症の流行など災害が多様化・複雑化しているとともに、

高齢化等社会情勢も大きく変化していることから、今後の消防需要を見極めた持続可能な消防の組織・
体制づくりを進めていく必要があります。 
事業展開  
（１）方針 

複雑多様化する消防需要に対応するため、効果的かつ効率的な組織と業務執行体制を構築するとと
もに、地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。 

（２）具体的な取組 
①災害の多様化と地域特性に応じた部隊の配置 ............................................. 

災害が多様化する中、消防⼒のさらなる高度化・専門化が求められていることから、地域特性や災
害種別にあわせて安全かつ効果的な運用・配置を⾏います。 
②社会情勢の変化等に対応した組織･体制づくり ............................................                                    

  人口動態や災害発生状況などの社会情勢の変化に応じて、効果的かつ効率的に市民の要請に応え
られる組織・体制づくりを進めます。 
③広域的で効果的な業務執行体制の構築 ................................................... 

令和７年から実施する消防指令業務の共同運用により、札幌圏における災害情報が一元化される
ことから、大規模災害時における近隣市町村との相互応援体制の強化を図ります。また、北海道の
広域化推進計画に基づき、消防の広域化、連携・協力について検討を進めます。 
④地域防災力の向上 .....................................................................                       

  大規模災害に備えるため、自治会等の地域に向けた防災活動支援を継続的に実施し、地域の防災
力向上を図ります。 

 
 

重点項目１ 
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推進項目２ 人材育成と職場環境の整備 
限られた人的資源を最大限活用するため、「生み・育てること」の方向性を明確にし、指導者の養成

（生み）や若手職員の育成（育てる）を強化します。 
目指すべき姿と現在の姿を把握した上で目標値を定め、現場活動に必要な資格・免許の取得及び、消

防学校等への派遣や各種研修派遣を推進します。 
また、全ての職員がいきいきと働き続けることができる職場環境づくりを進めます。 
 

１ 人材育成の充実 
 背景と課題  
少子高齢化等の社会構造の変化をはじめ、災害等が複雑多様化するなか、優秀な人材の確保と育成は

喫緊の課題となっています。 
増加する消防需要に的確に対応し、より高度な消防活動を展開できるよう、必要な資格・免許の取得

とともに、若手職員のＯＪＴ（職場内研修）を積極的に推進する必要があります。 
 事業展開  
（１）方針 

資格・免許の取得等を計画的に進めるほか、指導者の養成とＯＪＴによる人材育成を推進します。 
（２）具体的な取組 

①指導者の養成とＯＪＴの充実 ........................................................... 
総務、警防、予防、救急といった各分野において指導者となる人材を養成します。特に、救急の

指導者となる指導救命士の養成と、火災調査・違反是正予防実務等への研修派遣（政令市）を強化
します。また、指導者を中心とした教育体制による効果的な OJT を進めます。 
②資格、免許の取得 ..................................................................... 

目標値を定め、救急資格者を養成するほか、現場活動に必要な資格・免許取得等を計画的に進め
ます。 
③消防技術の強化 ....................................................................... 
（ア）検証体制の充実 

発生した災害事案に対して事後検証を行い、その結果について職員間で情報共有を図り災害現
場活動へ活かします。 

（イ）若手職員の育成 
災害対応力の維持向上のためには、現場経験の少ない若手職員の能力向上が必要不可欠である

ことから、分野別指導者によるＯＪＴ、さらには階層別（初任者・初級・中級・上級）研修を計
画的に実施します。 

④研修体制の構築 ....................................................................... 
社会情勢や複雑・多様化する災害に対応し、住民に信頼される消防職員であるために、幅広い知

識・経験を体系的に取得できるように、各分野における最適な研修体制を構築します。 
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２ 職場環境の整備 
 背景と課題  
誰もが個々の事情に応じて柔軟に働き続けられる社会を実現するための「働き方改革」や、生活と仕

事の調和といった「ワークライフバランス」の考え方が重要視されており、前計画からの課題である男
性職員の育児休暇取得促進や女性職員が活躍できる労務環境の整備が急務となっています。 

また、定年引上げによる組織の高齢化の影響や新規採用職員の人材確保を考慮した職場環境の整備が
課題となっています。 
 事業展開  
（１）方針 

全ての職員が意欲的に仕事に取り組めるよう職場環境を整備し、組織力を強化します。 
（２）具体的な取組 

①職場環境の向上 ....................................................................... 
（ア）職員の意識向上 

全ての職員がいきいきと働き続けることが出来る職場環境とするために「メンタルヘルス」、
「ハラスメント」等に関する研修会の受講を推進し、職員の意識や倫理観の向上に努めます。 

（イ）ワークライフバランスの推進 
職員が心身ともに充実した状況で働くためには生活面の充実が必要なことから、時間当たりの

労働生産性の向上に努め、ワークライフバランスを推進します。 
（ウ）各種休暇の取得促進 

年次有給休暇のほか、育児・介護休暇等特別休暇について、交代制勤務職員が取得しやすい勤
務体制について検討します。 

②高齢期職員の働き方の検討 ............................................................. 
定年引上げに伴い、高齢期職員が従事することによる現場活動への影響や、組織体制について検

討します。 
③職員の活躍推進に向けた取組 ........................................................... 

女性職員の活躍推進とあわせて、職員が生き生きと職務に従事できる職場環境について検討しま
す。 
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推進項目３ 消防団との連携強化 
背景と課題  
消防団は、消防組織法第９条に基づく市町村の消防機関であり、災害時には現場での消火をはじめ地

震や風水害といった大規模災害での活動を行い、平時の際は災害に備える訓練や防火啓発、応急手当指
導など幅広い活動を行っており、市民の安全・安心に向けた地域防災の中核を担う大きな役割を果たし
ています。 

江別市消防団は、1団本部と９分団で組織されており条例定数 200 人のところ 175 人の在籍にとどま
り、平均年齢は全国が約 42 歳のところ江別市は約 47 歳となっています。人口減少や地域社会での帰属
意識の希薄化も重なり、消防団員の高齢化や人材の確保が喫緊の課題です。 
 事業展開  
（１）方針 

適正な規模で活力のある消防団を安定的に維持継続していくため、消防団の人材確保や高齢化対策
を図るとともに、地域と連携した災害対応力の向上に努めます。 

（２）具体的な取組 
①人材の確保 ........................................................................... 

地域イベントへの積極的な参加による消防団のＰＲ強化や、地元企業に消防団活動の協力を要請
します。また、市内の大学と連携して若年層の入団促進を図り高齢化の対策に繋げます。 
②地域との連携 .........................................................................  

自治会、事業所、自主防災組織などの関係機関と連携を強化することで、地域からの信頼や災          
害対応力の向上に繋げます。 

 
 
■江別市の入団者数・退団者数の推移
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■江別市消防団の現状                  （令和５年４月１日現在） 
名 称 条例定数 実員 区域 

団本部 ４人 ４人 市内全域 

中央分団 

１９６人 

１９人 

１条１丁目～３丁目、２条１丁目～６丁目、 
３条１丁目～６丁目、４条１丁目～７丁目、 
５条１丁目～７丁目、６条５丁目～８丁目、 
７条６丁目～８丁目、８条７丁目～８丁目、 
萩ケ岡、王子、一番町、弥生町、高砂町 

野幌分団 ２０人 
野幌町、幸町、錦町、中央町、野幌松並町、野幌末広町、 
野幌住吉町、野幌代々木町、野幌美幸町、野幌屯田町、 
野幌寿町、新栄台、元野幌、角山 

北部分団 １９人 
緑町東１丁目～４丁目、緑町西１丁目～３丁目、向ケ丘、 
元江別本町、牧場町、元町、若草町、工栄町、見晴台、 
元江別、対雁、いずみ野、美原、篠津、八幡、中島 

大麻分団 １５人 

大麻西町、大麻扇町、大麻沢町、大麻宮町、大麻中町、 
大麻高町、大麻東町、大麻園町、大麻晴美町、 
大麻南樹町、大麻栄町、大麻新町、大麻泉町、大麻北町、 
大麻元町、大麻、大麻桜木町、大麻ひかり町、文京台東町、
文京台南町、文京台緑町、文京台 

上江別分団 ２０人 上江別東町、上江別西町、上江別南町、上江別、 
ゆめみ野東町、ゆめみ野南町 

東野幌分団 ２０人 東野幌本町、野幌若葉町、野幌東町、東野幌町、 
東野幌、西野幌、緑ケ丘、あさひが丘 

豊幌分団 １８人 豊幌、豊幌花園町、豊幌美咲町、豊幌はみんぐ町 

東部分団 ２０人 大川通、東光町、朝日町、あけぼの町、江別太、 
萌えぎ野西、萌えぎ野中央、萌えぎ野東 

女性分団 ２０人 市内全域 

合 計 ２００人 １７５人  
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推進項目４ 消防施設の整備推進 
 背景と課題  
防災拠点としての役割を担う消防施設の老朽化が進んでおり、大規模な自然災害や感染症の発生時に

おいても安定的に消防機能を維持し、かつ、女性が活躍しやすい環境を備えた施設となるよう、計画的
な整備が急務となっています。 

また、近年の多様化する災害に対応できるように、消防車両や消火栓などの消防水利、活動機材等の
充実強化を図る必要があります。 
 事業展開  
（１）方針 

多様化・大規模化する災害に迅速かつ的確に対応できる消防体制を構築するため、消防庁舎の耐震
化を含めた改修・修繕を行うほか、消防車両、消防機械器具及び消防水利の計画的な更新整備を進め
ます。また、費用については、国の補助金などの動向に注視するとともに予算の平準化を図ります。 

（２）具体的な取組 
①消防庁舎の改修 ....................................................................... 

消防団の庁舎を含めた消防施設の建築物定期調査を行い、関係部局等との協議・調整の上、計画
的に改修等を進めていきます。また、江別市全体のまちづくりなどを視野に入れ、社会情勢や公共
施設のあり方を踏まえた施設整備の調査・研究に努めます。 
（ア）長寿命化に向けた取組 

計画的な修繕を進めるほか、予防的修繕（損傷が軽微である段階に行う予防的な修繕）を行う
ことで、施設機能の回復、保持を行います。 
分団庁舎を含む消防庁舎は、建築後相当の年数を経過しており、外壁改修や屋上防水改修など

の大規模改修について、他の行政施設の計画にも配慮し、長期的な計画で改修を進めます。 
（イ）女性消防職団員の活躍推進に向けた取組 

女性消防職団員の活躍の場を広げるため、休憩室や浴室など勤務する上で標準的に必要となる
施設の整備を行います。 

（ウ）ゼロカーボンシティの取組 
ＬＥＤ照明の導入や、省エネルギー基準に適合した空調設備、換気設備等の改修を進めます。 

（エ）公共施設等適正管理推進の取組 
消防庁舎において、障がいの有無や年齢、性別などに関わらず多様な人々が利用できるように

バリアフリーやユニバーサルデザインに対応した施設となるよう改修に取り組みます。 
②消防車両等の更新と維持管理 ........................................................... 

計画的な更新整備を進めるとともに、走行距離などの車両の状態や、国の財源措置等の動向につ
いても注視しながら、より効果的、効率的な車両、装備品、資機材等の導入となるよう調査・研究
に努めます。なお、車両の更新の際は、ＳＤＧｓ及びゼロカーボンシティ宣言を考慮した車両の選
定を進めていきます。 

また、消防車両や災害活動上必要な資機材については、災害時に迅速かつ的確に運用することが
できるように、適正な維持管理に努めます。 
③消防水利施設の更新 ................................................................... 

消防水利の機能を維持するため、計画的に更新整備を進めるとともに、定期点検や予防的修繕を
行うことで中長期的な維持管理コストの低減や平準化を図ります。 
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④安全装備品の更新 ..................................................................... 
法令等で規定される保護具及び国のガイドラインにおいて示す防火衣等の消防隊員用個人防火

装備について、現場活動を行う職員の生命を守る個人貸与品として、必要な使用期限等を定めた上
で計画的な更新を進めます。 

 
■消防施設の現況                     （令和５年４月１日現在） 

 名 称 所在地 構 造 建築延面積（㎡） 建築 
年次 経過年 

１ 
消防本部（署） 
消防団本部・ 
女性分団併設 

野幌代々木町 80-8 鉄筋コンクリート 
３階建（一部４階） 3,554．00 H 4 年 31 年 

２ 江別出張所 
中央分団併設 ３条１丁目１ 鉄骨造２階建 516.75 S59 年 39 年 

３ 野幌出張所 
野幌分団併設 消防本部庁舎内 ― ― ― ― 

４ 大麻出張所 
大麻分団併設 大麻元町 192-3 鉄筋コンクリート 

一部２階建 615.09 H 8 年 27 年 

5 北部分団 緑町東２丁目 55-2 木造モルタル 
２階建 124.74 S46 年 52 年 

6 上江別分団 上江別南町 1-25 木造モルタル 
平屋建 78.57 S46 年 52 年 

7 東野幌分団 野幌若葉町 7-３ 木造モルタル 
２階建 130.68 H24 年 11 年 

8 豊幌分団 豊幌 686-10 鉄骨造平屋建 
（地区センターに併設） 99.81 H12 年 23 年 

９ 東部分団 朝日町 8-81 木造モルタル 
２階建 174.96 S53 年 45 年 

10 消防資器材格納庫 工栄町４ 鉄筋コンクリート 
平屋建 76.30 S53 年 45 年 

11 消防資材庫 豊幌 686-10 鉄骨造 
平屋建 37.13 H12 年 23 年 

 
 
■消防水利施設の現況                       （令和５年４月１日現在） 

経過年数 消防水利（公設） 
消火栓 防火水槽 

１０年未満 １４１基 ２基 
１０年～１９年 １０６基 ２基 
２０年～２９年 １７９基 ３３基 
３０年～３９年 １４７基 ２２基 
４０年～４９年 １３７基 ２５基 
５０年以上 ３３基 ２０基 

合 計 ７４３基 １０４基 
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重点項目２  救急需要対策の強化 
高齢化社会の進展を背景として救急需要は年々増加しているとともに、社会変化に伴う多様化への対

応も求められています。 
救命効果の向上のためには、「より早く」「より的確な応急処置を実施し」「より適切な医療機関に搬

送すること」が重要であることから、救急需要を的確に分析し、効果的な救急体制の構築を進めます。
また、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して救急業務の効率化を進めるとともに、高度な活動が行えるよ
う、救急隊員の質の向上を図ります。 

また、地域医療の枠組みの中での救急体制を考える必要があるため、地域の医療機関と連携しながら、
救急車の適正利用等、救急需要の適正化に向けた取組を進めていきます。 

 
推進項目１ 救急業務の分析と対策 
 背景と課題  
江別市の救急出動件数及び救急搬送人員は、統計を開始して以来、全国の状況と同様に右肩上がりで

増加しています。出動件数については、令和２年に一時的に減少したものの、令和３年から再び増加に
転じ、令和５年は過去最多となっています。 

このため、救急出動件数の増加とともに医療機関選定時間の延長や、市外医療機関への搬送等の影響
による救急活動時間の延長などに加え、今後も救急出動件数の増加が続いた場合、市民を適切な医療機
関に迅速に搬送できなくなる恐れがあります。 

また、高齢化の進展と多様化する救急需要に対し、質の担保された救急活動を行うには、救急隊員の
資質の維持・向上が必要です。 
 

■出動件数及び搬送人員の推移 
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重点項目２ 
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■救急活動時間の推移 

 
 
 事業展開  
（１）方針 

救急需要の分析を行い、分析結果に基づく救急隊の効果的な運用や、救急体制の強化等の検討を進
めるとともに、ＩＣＴを活用した効率的な救急業務の推進及び教育体制の充実強化を図ります。 

（２）具体的な取組 
①救急需要の分析評価 ................................................................... 

救急需要を分析し、今後 10 年間の救急需要を予測します。 
②救急体制の検討 ....................................................................... 

救急需要の分析に基づき、救急隊の増隊の必要性や最適な配置、持続可能な体制について検討し
ます。 
③救急隊員の教育体制の充実強化 ......................................................... 

メディカルコントロール協議会の下、教育体制を充実させるほか、救急隊員の質を確保するため、
指導救命士によるＯＪＴを強化します。 
④救急業務のＤＸ化 ..................................................................... 

ＩＣＴを活用して医療機関への受け入れ要請や医師引継書の作成、出動報告作成などの業務の効
率化を進めます。 
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推進項目２ 救急需要の適正化 
 背景と課題  
高齢化や核家族化の進展等の社会構造の変化に伴って、より一層の救急需要の増大が懸念されるなか、

江別市の軽症群の救急件数は横ばいの状況が続いています。持続可能な救急体制を構築するためには、
こうした軽症群の救急要請の抑制を図ることが課題となっており、継続的な取組が必要です。 

また、緊急性の高い傷病者を適正かつ迅速に医療機関へ搬送するためには、現場に居合わせた方（バ
イスタンダー）による応急手当が必要であるとともに消防本部と医療機関との緊密な連携が必要です。 
 事業展開  
（１）方針 

限りある救急搬送資源を、緊急性の高い傷病者にできるだけ早く投入できるよう、救急車の適正利
用の普及啓発や、病気やケガ等の予防のための広報を強化します。 
また、緊急性の高い傷病者の救命効果向上を図るため、応急手当の普及啓発を推進するほか、救急

業務における課題等を情報共有するなど医療機関との連携を強化します。 
（２）具体的な取組 

①適正利用に向けた広報 ................................................................. 
夏季の熱中症や冬季の転倒など季節的に多くなる搬送のほか、高齢者や乳幼児の割合が高い事故

等を予防するため、関係部局等と連携した注意喚起を行うとともに、ＳＮＳの活用による効果的な
広報を推進します。 
②応急手当普及啓発 ..................................................................... 
 市民が心肺機能の停止した傷病者に遭遇した際に、効果的な心肺そ生を行えるよう、救命講習受
講者が 1 世帯に 1 人に到達することを目標として普及啓発活動を推進します。また、受講者が心肺
そ生等のスキルを維持できるように、継続的な救命講習の実施方法についても検討します。 
③医療機関との連携 ..................................................................... 

救急業務における課題や救急医療体制等について、市内医療機関と情報共有に努め、連携した取
組を推進します。 
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重点項目３  火災予防対策の推進 
火災は、市民に最も身近な災害で、いったん発生すると貴重な人命と財産を一瞬のうちに失い、延焼

拡大した場合は地域全体を焼失させるなど、甚大な被害を発生させる恐れがあります。 
急速に進展する高齢化や核家族化など社会構造が変化するなか、製品火災が増加するなど出火原因も

多様化しており、適正な火災調査を行い、類似火災の防止に向けた取組を行うとともに、地域住民と消
防が「顔の見える関係」を築きながら、防火・防災意識が地域文化として定着するよう努めていきます。 

 
推進項目  防火意識の普及推進 
背景と課題  
全国的に火災件数は減少傾向にありますが、消防白書（令和４年版）によると、火災による死者の

82.2％が建物火災によるものであり、その中でも住宅火災による死者が 90.8％を占め、年齢別の死者数
では、74.1％が 65歳以上の高齢者という状況になっています。 

江別市においても、住宅火災の占める割合は依然として高く、死傷者も発生しており、市内全域で高
齢化の進む現状を踏まえると、市民の不安を解消し、安全で安心して住み続けられるように、より一層、
地域と一体となった火災予防を推進する必要があります。 
 事業展開  
（１）方針 

火災予防運動をはじめとする広報活動による防火思想の普及、放火されない環境づくりや住宅用火
災警報器の設置促進・適正な維持管理など、住宅防火対策を推進し、火災による被害の軽減を図りま
す。 
また、地域の防火・防災力の向上のために民間防火組織の育成強化を図るとともに、事業所の防火

管理及び危険物施設の保安管理の充実を目的に組織されている「防火管理者連絡協議会」や、「危険
物安全協会」と連携を図りながら、市内事業所に対する様々な活動を通じて情報発信を行うなど、防
火・保安体制を強化します。 

（２）具体的な取組 
①建物火災防止対策 ..................................................................... 

江別市の火災発生状況としては、建物火災の割合が高く、その中でも住宅火災が約６割を占めて
いることから、出火原因別の防火対策を推進するとともに、火災調査体制の充実に努めます。 
（ア）出火原因別対策 

過去５年間において、住宅火災の原因の半数以上は、こんろ、たばこ、ストーブ及び電気関係
であり、これらの多くは不注意や油断などがきっかけで発生するため、あらゆる機会を通じて市
民へ広報し、意識の醸成を図ります。 

（イ）火災調査体制の充実 
製品火災が増加するなど出火原因も多様化しており、類似火災の防止に向けた取組を推進する

ためには適正な火災調査を行う必要があることから、指導者の育成など火災調査体制の充実に努
めます。 
 
 
 
 

重点項目３ 
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■火災件数の推移                      （件） 
 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

全 火 災 件 数 ３５ ２８ ２５ ２２ ２４ 

 
建物火災件数 １５ １５ １２ １４ １２ 

 住宅火災件数 ９ ８ １０ ９ ５ 
 
   ■主な出火原因による住宅火災件数の推移               （件） 

出火原因 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 
こんろ ２ ３ ２ １ ０ 
たばこ ０ １ ０ １ ０ 

ストーブ ２ １ ０ ０ ０ 
電気関係 １ ０ ３ ２ ２ 

小計 ５ ５ ５ ４ ２ 
 

②住宅防火対策の推進 ................................................................... 
住宅防火対策としては、放火されない環境づくりと、住宅用火災警報器による火災の早期発見や

消火器による初期消火、防炎化等による「被害軽減対策」を推進します。 
（ア）放火されない環境づくり 

放火防止対策として、注意喚起や広報活動を継続するとともに、地域住民の監視の眼を強化し、
地域が主体となった放火防止パトロールなどを促すことで対策を推進します。  

（イ）住宅用火災警報器の設置推進 
各種火災予防運動等の機会を捉えた住宅用防災機器の設置ＰＲ、戸別訪問を通じた防火意識の

啓発、住宅用火災警報器の設置支援事業、住宅防火に関する出前講座等の広報活動を継続し、住
宅用火災警報器の設置率の向上を目指します。 

（ウ）高齢者・障がい者など避難行動要支援者の焼死事故の防止 
地域住民との連携を強化し、火災の発生防止と、火災が発生した際の通報、避難、初期消火と

いった協力体制の確立を目指します。 
（エ）防火クラブとの連携強化 

幼少年期の防火に関する指導が効果的であることから、幼少年防火クラブとの連携を図るとと
もに、地域の防火を担う女性防火クラブとの連携も図りながら火災予防を推進します。 

 
■江別市における住宅用火災警報器の推計設置率の推移（総務省消防庁） 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 
設置推進率（％） ７７ ７６ ７９ ７９ ７５ 
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③事業所等における防火・保安体制の推進 ................................................. 
高齢化社会の進展による社会福祉関連施設の増加や、建築物の複雑化・多様化に伴う火災予防に

かかる規制の細分化、危険物施設の老朽化等を踏まえ、事業所における災害防止のための更なる安
全対策を推進します。 
（ア）立入検査による指導の徹底 

適正な立入検査や厳格な違反処理を実施することにより、事業所等の法令遵守の意識を高め、
火災や危険物事故の発生を防ぎます。 

（イ）防火管理体制及び保安管理体制の推進 
「防火管理者連絡協議会」や「危険物安全協会」と連携を取りながら、市内事業所に対して情

報発信を行い、防火・保安体制を強化します。 
（ウ）防火・保安体制におけるＤＸの促進 

消防法に基づく消防への届出や申請の電子化により、事業所等への負担軽減を目指します。 
（エ）立入検査員の知識・技術の向上 

専門講習会の開催や予防技術検定の取得など、立入検査を実施する上で必要な知識の習得及び
技術の向上に努めます。 
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第４章 事業計画 
 
第３章で示した推進項目について、下記のとおり事業計画を定めて事業を展開します。 

 
●推進項目における主な事業計画 

重点項目 推進項目 事業計画 

消防組織体制の強化 

消防体制の強化 消防職員人材育成基本計画 
消防学校等派遣・免許取得計画 
消防技術強化計画 人材育成と職場環境の整備 

消防団との連携強化 消防団連携強化計画 

消防施設の整備推進 

消防庁舎保全整備計画 
消防個人安全装備品整備計画 
消防機械器具整備計画 
消防機械器具維持管理計画 
消防水利施設整備計画 
通信施設等整備計画 

救急需要対策の強化 
救急業務の分析と対策 

救急需要対策推進計画 
救急需要の適正化 

火災予防対策の推進 防火意識の普及推進 防火意識の普及推進計画 
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火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

（令和５年第３回定例会議案第70号） 
１ 改正理由 
  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令が改正され、蓄電池設備等に係る規定
及び厨房設備の離隔距離に係る規定が見直されたことから、火災予防条例に所
要の改正を行ったもの。 

 
２ 主な改正内容 
 (1) 蓄電池設備等に係る規定の改正 
  ア キュービクル式以外の蓄電池設備等について、建築物等との間に換気、

点検及び整備に支障のない距離を保つこととするための規定の改正 
イ 蓄電池設備の規制対象の指定に係る単位を、アンペアアワーセルからキ

ロワット時に改めるとともに、開放型鉛蓄電池を用いたもの以外について
は耐酸性の床等に設けなくてもよいこととする規定の改正 

  ウ 屋外において設置する蓄電池設備について、雨水等の浸入防止措置に係
る規定及び建築物からの離隔距離に係る規定の改正 

  エ 届出対象から、蓄電池容量２０キロワット時以下のものを除くもの。 
 
 (2) 厨房設備の離隔距離に係る規定の改正 

厨房設備として固体燃料を用いた炭火焼き器について、可燃物等からの
離隔距離を新たに規定したもの。 

 
３ 施行期日 
  令和６年１月１日 
 
４ 経過措置 
 (1) 施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている蓄電池設備等で改正

後の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。 
 

(2) 新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、こ
の条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起
算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、新条例の規定に適合
しないものについては、当該規定を適用しない。 
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江別市火災予防条例の一部改正について 

（令和６年第１回定例会議案第 35 号） 
 

１ 改正理由 
  建築基準法の一部改正により、建築物の主要構造部（※１）に係る防火規制

の合理化が行われ、耐火建築物においては、その定義が「特定主要構造部」及
び「防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分」（※２）に細分
化された。 

 （※１）「主要構造部」（建築基準法第２条第５号） 
   壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、

間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的
な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 

 
（※２）「防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分」 

耐火建築物の特定主要構造部の区画内にあり、主要構造部ではあるものの耐火
構造とすることを不要とする部分（以下「防火上及び避難上支障がない部分」
という。）のことをいう。（別図参照） 

これを踏まえ、条例の規定中「主要構造部」を引用している箇所について、
所要の改正をしたものである。 

 
２ 改正内容 
 (1) 消火器具の基準に関する事項（第３９条関係） 
   本条は、いわゆる木造建築物のうち一定の基準に該当するものに対して消

火器具の付加設置を求める規定であることから、「防火上及び避難上支障がな
い部分」の構造を木造とした耐火建築物を除くことしたもの。 

 
 (2) 避難器具の基準に関する事項（第４２条関係） 
   本条は、一定の基準に該当する建築物に対して避難器具の付加設置を求め

る一方で、当該建築物のうち「主要構造部」が耐火構造である場合には規制
を緩和する規定であるが、緩和の対象となる建築物に「防火上及び避難上支
障がない部分」を耐火構造以外としたものを含めることとしたもの。 

 
３ 施行期日 
  令和６年４月１日 
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＜別図＞ 
 

耐火建築物（立面図） 

       

  

     

  

      

       

 

 
建築基準法の改正後に可能となる建築物の例 
（高い耐火性能の壁・床で区画された部分における中間床や壁・柱等の木造化）  
 
◎火災予防条例の規制内容 

 条例改正をする場合 条例改正をしない場合 

消火器  
主要構造部のうち、木造の部分が 
『防火上及び避難上支障がない部分』 
に該当するため設置義務なし 

主要構造部が木造のため 
設置義務あり 

避難器具  
主要構造部のうち、耐火構造でない部分が
『防火上及び避難上支障がない部分』 
に該当するため設置義務なし 

主要構造部が耐火構造でないため 
設置義務あり 

 

 

防火上及び避難上支障がない部分 
（高い耐火性能の壁・床で区画された部分） 

：特定主要構造部 
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令和６年第１回定例会一般質問について 

 

  消防業務に関連する一般質問の内容は以下のとおり 

 

 ○消防団について（野村 尚志 議員） 

  ①任務について 

  ②団員の確保について 

  ③女性消防団員の役割について 

 

 

 ○救急活動について（芳賀 理己 議員） 

  ①救急出動の状況について 

  ②救急搬送困難状況の現状について 

  ③消防通信指令業務の共同運用について 

  ④救急車の適正利用について 

 

 

 ○火災に対する取組について（石川 麻美 議員） 

  ①住宅用火災警報器の設置について 

  ②火災保険加入の周知・啓発について 

資料４ 







令和５年９月２８日 消防関係物故者慰霊祭 資料６

令和６年１月１０日

令和６年出初め式



開催地
市内行事 市外行事 （場所）

20（土）
～30（火） 春の全道火災予防運動

２（日）
～８（土） 危険物安全週間

未定 ※令和６年度　第１回江別市消防
委員会 消防本部

25日（日） 消防団員合同訓練団長査閲 北海道消防学校

下旬 消防フェスティバル 未定

下旬 防火ふれあい大麻 消防署大麻出張所

下旬 ※消防関係物故者慰霊祭 消防本部
　その他の事業

今後の消防本部（署）・消防団の主な行事予定表
※印は消防委員会委員長にご案内する行事

○定期救命講習（毎月19日開催予定）　　

9

行　事　名　称　等日　　程月

○自治会・事業所等への防火指導　　　　○小中学校での消防教室開催

4

8

5

6

7

資料７
（消防本部総務課）


